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【企画趣旨】 

昨（2021）年，特別支援学校設置基準が策定された。設

置基準については，長年保護者や生徒，教職員等が要求を

してきた経緯がある。よって今回策定された設置基準はこ

うした取り組みが反映された部分と盛り込まれなかったも

のも少なくない。このシンポジウムでは，今回策定された

設置基準から更に進めて，課題を明らかにしつつ，学校が

備えるべき必要条件を保護者，教員と共により具体的に考

えていきたいと思う。 

「特別支援学校設置基準の公布等について(通知)」（令和

3 年 9月 24日，以下通知と称する）1)によると，今回制定さ

れた設置基準は，「在籍者数の増加により慢性的な教室不足

が続いている特別支援学校の教育環境を改善する観点か

ら，学校教育法第 3条に基づき，設置基準を制定するもので

ある。制定に当たっては，特別支援学校を設置するために

必要な最低限の基準とするとともに，地域の実態に応じた

適切な対応が可能となるよう，弾力的かつ大綱的な規定と

している」。つまり，設置基準は最低限の基準であるゆえ

に，実施に際しては一層の充実した条件での実施が必要で

あり，この基準自身も向上を目指して行くべきである。そ

のためには，実際の教育現場で求められている条件を整理

する必要がある。このシンポジウムをそのための契機とし

ていきたい。 

 

【報告者】 

R.T.さんのご子息の通う K 特別支援学校は，昭和 54

（1979）年創立の知的障害者である児童生徒等が通うべき

特別支援学校 2)（知的特別支援学校）である。現在の在籍児

童数 340 人規模（2021 年度）である。慢性的な過大状況，

および教室不足に加え，本来，M 市の肢体不自由特別支援学

校に通うべき児童生徒も遠方ゆえにやむを得ず在籍してい

る。この状況を踏まえ，保護者の立場から，また当該地域

に特別支援学校の新設を求める運動グループの代表を務め

る立場から望ましい特別支援学校の設置条件にについて語

っていただく。 

 村田信子さんは，これまで「障害児学校の設置基準策定

を求め，豊かな障害児教育の実現をめざす会」の事務局を

務めてきた。今回策定された設置基準には，児童・生徒数

の上限規定，備えるべき特別教室などの施設・設備，通学

時間の上限規定，既存校の適用猶予年限などは，規定され

なかったことを受け「障害児学校のよりよい設置基準を求

め，豊かな障害児教育の実現をめざす会」と会の名称を改

めて活動を続けている。児童生徒が 150人以下規模を適正と

する，必要な特別教室や施設設備を障害種ごとに具体的に

明記する，通学時間を家から学校まで 1時間以内とする，既

存校の基準の適用を「努力義務」に留めず，期限を示す，

など設置基準の改定を求めている。 

 寺門宏倫は，知肢併設の特別支援学校においての教職員

としての経験から，過大であることによる影響について語

る。例えば，特別教室の普通教室への転用，間仕切りによ

る教室面積の減少，本来教室でない場所を教室にすること

による劣悪な環境，駐車場確保の困難，遊び場などの広場

を職員駐車場への転用，スクールバスの駐車スペースの確

保の困難，通学時間（広範囲，バス経路の複雑化による）

の増大，などの影響を挙げ考察する。また特別支援学校の

整備の在り方について研究及び，特別支援学校の過大過密

解消に向けた研究運動を進めてきた経験から，知的障害児

童生徒の教育条件だけでなく肢体不自由児童生徒の教育条

件を含めた，特別支援学校の設置の在り方，特別支援学校

の適正規模，特別支援学校の適正な教室空間についてどの

ように考えるべきか語る。 

 

【指定討論】 

指定討論者の児嶋芳郎さんは，特別支援学校の適正配置

のあり方，現状の全国の特別支援学校の設置状況，分校分

教室の設置状況，適正な学校規模等について研究してい

る。 

これらの研究及び国の政策動向，報告者の発言を踏ま

え，特別支援学校の過大・過密化の解消をどのように進め

ていけばいいのか，また現状の改善に留まらず，特別支援

学校の適正規模について，教育実践を適切に展開すること

ができる教室空間のあり方，通学時間の短縮化及び児童生

徒の生活圏に特別支援学校を設置する特別支援学校の小規

模・分散化を実現するために必要なことは何かなど，今後

の方向性を討論する契機となる発言をする。 

また，物理的な教育環境整備だけではなく，適切な教育

実践を展開するために必要な教員配置のあり方についても

触れる。 
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